
万
引
対
策
百
般  

Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
立だ

ち  

余
話（
６
）

「
顔
認
証
技
術
は
民
主
的
利
用
を
基
底
と
す
る
」
証
明
の
旅

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人　

全
国
万
引
犯
罪
防
止
機
構

イ
ン
ド
の
天
才
数
学
者
ラ

マ
ヌ
ジ
ャ
ン
（
１
８
８
７
年

―
１
９
２
０
年
）
を
題
材
に

し
た
映
画
「
奇
蹟
が
く
れ
た

数
式
」
を
観
た
。
今
日
ラ
マ

ヌ
ジ
ャ
ン
の
研
究
は
、
例
え

ば
、
整
数
論
的
な
起
源
を
持

つ
タ
ウ
関
数
の
公
式
と
し

て
、
回
線
の
切
断
に
強
い
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
網
の
研
究
に

つ
な
が
っ
て
い
る
。
さ
ら
に

は
弦
理
論
や
ブ
ラ
ッ
ク
ホ
ー

ル
、
量
子
重
力
の
研
究
を
行

う
物
理
学
者
や
数
学
者
を
支

え
て
い
る
と
い
う
。

ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
を
超

え
る
天
才
と
言
わ
れ
る
ラ
マ

ヌ
ジ
ャ
ン
で
あ
っ
た
が
、
な

ぜ
か
自
身
の
公
式
の
証
明
が

で
き
な
か
っ
た
。
実
は
研
究

成
果
は
理
論
で
は
な
く
直
観

に
基
づ
く
も
の
だ
っ
た
か
ら

だ
。
彼
を
イ
ン
ド
か
ら
ケ
ン

ブ
リ
ッ
ジ
大
学
に
招
聘
し
た

数
学
教
授
ハ
ー
デ
ィ
は
、
最

終
的
に
は
ラ
マ
ヌ
ジ
ャ
ン
に

研
究
の
勢
い
を
消
さ
ぬ
よ

う
、「
証
明
は
最
低
限
と
し

て
、
こ
れ
ま
で
同
様
に
定
理

の
発
見
に
力
を
注
ぐ
よ
う
」

ア
ド
バ
イ
ス
し
た
。

こ
の
映
画
を
見
な
が
ら
、

ハ
ー
デ
ィ
が
デ
カ
ル
ト
的

で
、
ラ
マ
ヌ
ジ
ャ
ン
が
ス
ピ

ノ
サ
的
だ
と
直
感
し
た
。
近

代
科
学
の
方
向
性
を
作
っ
た

の
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者

デ
カ
ル
ト
だ
。
デ
カ
ル
ト
の

審
理
観
の
特
徴
は
、
真
理
を

公
的
に
説
得
す
る
も
の
と
位

置
付
け
て
い
る
と
こ
ろ
だ
。

真
理
は
公
的
な
精
査
に
耐
え

う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
れ
に
対
し
オ
ラ
ン

ダ
の
哲
学
者
ス
ピ
ノ
サ
の
考

え
る
真
理
は
他
人
を
説
得
す

る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。

真
理
が
真
理
自
身
の
規
範
で

あ
り
他
の
も
の
で
証
明
は
で

き
な
い
と
し
た
。
別
の
言
い

方
を
す
る
な
ら
、
真
理
に
向

き
合
え
ば
、
真
理
が
真
理
で

あ
る
と
こ
と
が
分
か
る
と
い

う
。
ス
ピ
ノ
サ
著　

エ
チ
カ

第
二
部
定
理
四
三
に
は
次
の

よ
う
な
真
理
に
つ
い
て
の
説

明
が
あ
る
。

「
真
の
観
念
を
有
す
る
者

は
、同
時
に
、自
分
が
真
の
観

念
を
有
す
る
こ
と
を
知
り
、

か
つ
そ
の
こ
と
の
真
理
を
疑

続
く
、
２
０
１
８
年
12
月

に
は
「
顔
画
像
を
利
用
し
た

来
店
客
検
知
シ
ス
テ
ム
２
０

１
８
」を
発
出
し
、主
要
な
顔

認
証
メ
ー
カ
ー
間
で
用
語
の

統
一
や
安
全
対
策
の
基
底
と

な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
活
動
が

認
め
ら
れ
、
翌
年
の
１
月
に

Ｊ
Ｅ
Ａ
Ｓ
は
、
経
済
産
業
省

＆
中
小
企
業
庁
よ
り
、
工
業

会
（
Ｅ
Ａ
Ｓ
機
器
と
防
犯
カ

メ
ラ
分
野
）
認
定
を
受
け
、

２
月
よ
り
生
産
性
向
上
に
向

け
て
の
活
動
を
開
始
す
る
。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

こ
の
頃
、
Ｎ
Ｅ
Ｃ
が
六
本

木
商
店
街
に
お
い
て
街
づ
く

り
の
施
策
検
討
の
た
め
画
像

技
術
を
活
用
し
た
実
証
実
験

（
～
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
フ
ァ
ー

ス
ト
な
街
の
見
え
る
化
～
）

を
開
始
。
グ
ロ
ー
リ
ー
が
万

防
機
構
の
渋
谷
書
店
万
引
対

策
共
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
全

面
協
力
。
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
が

ト
ラ
イ
ア
ル
店
舗
で
の
ス
マ

ー
ト
カ
メ
ラ
を
使
っ
た
ユ
ー

ザ
ー
ビ
リ
テ
ィ
向
上
の
実
験

を
行
っ
た
。
こ
の
頃
か
ら
各

社
は
画
像
利
用
を
積
極
的
に

広
報
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

事
実
を
積
極
的
に
広
報
す
る

こ
と
は
民
主
的
で
あ
る
。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

都
大
学
東
京
法
学
系
（
現
東

京
都
立
大
学
法
学
部
）
の
星

周
一
郎
教
授
が
参
画
さ
れ

た
。
そ
の
内
容
は
繁
華
街
等

の
街
頭
に
設
置
す
る
際
の
防

犯
カ
メ
ラ
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

の
基
底
と
な
っ
た
。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２
０
１
４
年
５
月
に
万
防

機
構
で
「
防
犯
画
像
の
取
扱

い
に
関
す
る
調
査
研
究
」
小

委
員
会
が
発
足
し
、
当
時
の

竹
花
豊
副
理
事
長
、
星
周
一

郎
教
授
が
参
画
さ
れ
、
５
回

の
委
員
会
活
動
の
後
、
翌
年

１
月
の
臨
時
総
会
で
「
防
犯

画
像
の
取
扱
い
に
関
す
る
見

解
及
び
提
言
」
を
決
議
さ
れ

た
。こ

の
小
委
員
会
の
発
足
の

き
っ
か
け
は
、
当
時
Ｊ
Ｅ
Ａ

Ｓ
会
長
兼
万
防
機
構
総
務
委

員
長
の
山
村
さ
ん
が
両
事
務

局
に
「
顔
認
証
の
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
を
今
決
め
て
お
か
な
い

と
、
今
後
、
も
し
、
逸
脱
行

為
が
あ
っ
た
場
合
、
正
し
い

活
動
を
し
て
い
る
企
業
も
含

め
、
市
場
全
体
が
悪
影
響
を

被
る
！
」
と
厳
命
さ
れ
た
の

が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２
月
に
こ
の
提
言
に
つ
い

て
報
道
機
関
向
け
に
会
見
を

行
っ
た
。
こ
の
会
見
に
は
山

村
さ
ん
の
思
い
を
受
け
継
い

だ
Ｊ
Ｅ
Ａ
Ｓ
新
会
長
兼
万
防

機
構
総
務
委
員
長
の
戸
田
さ

ん
が
壇
上
に
立
っ
た
。
こ
の

提
言
の
内
容
（
万
防
時
報
18

号
に
全
文
公
開
）
の
特
出
す

べ
き
点
と
し
て
は
、
万
引
き

を
敢
行
し
た
画
像
（
防
犯
画

像
）は
、個
人
情
報
保
護
法
の

本
同
意
の
例
外
規
定
【
例
：

人
の
生
命
、
身
体
又
は
財
産

あ
り
、
リ
ス
ク
に
対
し
て
機

敏
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
点
が
市
民
か
ら

見
て
安
心
感
に
つ
な
が
る
と

直
感
で
き
る
。

し
か
し
、
当
時
は
民
間
か

ら
顔
認
証
の
こ
と
を
マ
ス
コ

ミ
発
表
す
る
と
、
寝
た
子
を

起
こ
す
こ
と
に
な
る
か
ら
止

め
た
方
が
良
い
と
い
う
意
見

が
多
数
寄
せ
ら
れ
た
。
防
犯

関
係
者
か
ら
も
面
と
向
か
っ

て
「
君
ら
万
防
機
構
は
危
険

な
団
体
だ
」
と
揶
揄
さ
れ

た
。
そ
の
よ
う
に
揶
揄
し
て

く
る
企
業
ほ
ど
、
製
品
の
Ｈ

Ｐ
に
「
万
が
一
、
情
報
漏
洩

や
画
像
の
目
的
外
利
用
な
ど

で
事
故
が
起
こ
っ
た
場
合
、

（
ユ
ー
ザ
ー
側
の
責
任
で
あ

り
）
当
社
は
一
切
の
責
任
を

負
い
か
ね
ま
す
」
と
書
か
れ

て
い
た
。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Ｊ
Ｅ
Ａ
Ｓ
戸
田
会
長
は
、

運
用
面
の
責
任
を
ユ
ー
ザ
ー

だ
け
に
押
し
付
け
る
こ
と
が

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う

気
持
ち
か
ら
、
２
０
１
６
年

６
月
２
日
に
Ｊ
Ｅ
Ａ
Ｓ
新
活

動
宣
言
を
発
出
し
た
。
宣
言

の
中
に
は
『
お
客
様
の
目
的

は
万
引
防
止
シ
ス
テ
ム
を
購

入
す
る
こ
と
で
は
無
い
。
お

客
様
が
求
め
て
い
る
の
は

「
お
店
の
不
明
ロ
ス
を
限
り

な
く
減
少
さ
せ
る
こ
と
」
で

あ
り
、「
安
全
・
安
心
・
快

適
な
環
境
の
お
店
を
作
る
こ

と
」
な
の
だ
。
そ
の
目
的
を

達
成
す
る
た
め
の
手
段
と
し

て
法
令
に
適
っ
た
シ
ス
テ
ム

を
購
入
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

期
待
に
お
応
え
す
る
た
め
に

も
当
協
会
は
現
在
の
犯
罪
情

勢
、
犯
罪
特
性
に
マ
ッ
チ
し

た
新
し
い
万
引
防
止
シ
ス
テ

ム
や
サ
ー
ビ
ス
の
開
発
、
そ

し
て
そ
の
運
用
支
援
に
力
を

注
ぐ
べ
く
、
関
係
者
の
結
束

力
を
高
め
た
い
』
と
あ
る
。

Ｊ
Ｅ
Ａ
Ｓ
は
こ
の
精
神
を
事

業
の
基
底
と
し
て
い
る
。

こ
れ
に
先
立
つ
２
０
１
４

し
て
公
開
し
な
い
の
か
と
質

問
し
た
と
記
憶
し
て
い
る

が
、
米
国
側
か
ら
明
確
な
回

答
は
無
か
っ
た
よ
う
に
思

う
。２

０
２
０
年
に
な
っ
て
、

米
国
で
は
顔
認
証
シ
ス
テ
ム

の
使
用
を
禁
じ
る
自
治
体
が

相
次
い
で
い
る
。
Ｉ
Ｂ
Ｍ
、

マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
、
ア
マ
ゾ

ン
の
３
社
が
６
月
に
、
相
次

い
で
顔
認
証
シ
ス
テ
ム
の
開

発
・
販
売
か
ら
撤
退
す
る
、

あ
る
い
は
警
察
へ
の
販
売
を

停
止
す
る
と
発
表
し
た
。
私

は
防
犯
力
を
低
下
さ
せ
る
方

向
に
行
か
な
い
よ
う
に
、
ど

ん
な
に
困
難
で
も
民
主
的
な

働
き
か
け
は
続
け
よ
う
と
自

戒
し
た
。

国
内
の
メ
ー
カ
ー
＆
販
社

側
の
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
に
つ

い
て
は
、
Ｊ
Ｅ
Ａ
Ｓ
が
２
０

１
６
年
に
カ
メ
ラ
画
像
安
全

利
用
推
進
委
員
会
を
設
置

し
、
そ
の
方
向
性
へ
と
歩
き

出
し
た
。具
体
的
に
は
、同
年

12
月
に
星
教
授
に
指
導
を
い

た
だ
き
新
冊
子
「
防
犯
カ
メ

ラ
や
画
像
認
識
シ
ス
テ
ム
の

安
全
利
用
の
お
勧
め
２
０
１

６
年
版
」
を
発
出
し
、
個
人

情
報
保
護
法
の
改
定
に
沿
っ

て
、
翌
年
12
月
に
「
防
犯
カ

メ
ラ
や
画
像
認
識
シ
ス
テ
ム

の
安
全
利
用
の
お
勧
め
２
０

１
７
年
版
」
を
発
行
し
た
。

こ
の
冊
子
は
多
く
の
カ
メ
ラ

メ
ー
カ
ー
が
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

の
代
用
と
し
て
、
ユ
ー
ザ
ー

様
に
提
供
し
て
い
る
。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２
０
１
９
年
12
月
に
は

「
人
的
警
備
と
シ
ス
テ
ム
の

効
果
的
活
用
」
と
い
う
冊
子

を
作
成
し
、
顔
認
証
シ
ス
テ

ム
と
警
備
員
の
連
携
・
生
産

性
向
上
の
ポ
イ
ン
ト
を
具
現

化
し
た
。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２
０
２
０
年
３
月
に
推
奨

顔
認
証
シ
ス
テ
ム
制
度
を
発

表
し
、
６
月
に
認
定
試
験
を

行
い
、
７
月
に
４
社
４
シ
ス

テ
ム
（
日
本
製
３
社
、
台
湾

製
１
社
）
を
認
定
し
た
。
こ

の
制
度
は
、
個
人
情
報
保
護

法
を
順
守
し
、
そ
の
運
用
が

満
足
で
き
る
シ
ス
テ
ム
を
推

奨
し
た
。

２
０
２
０
年
９
月
、
永
年

の
関
係
各
位
の
支
援
と
会
員

の
研
鑽
に
よ
り
工
業
会
Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｓ
は
、
国
内
の
工
業
会
と

し
て
、
初
め
て
認
定
個
人
情

報
保
護
団
体
に
認
定
さ
れ

た
。
個
人
情
報
の
苦
情
が
会

員（
対
象
事
業
者
）に
寄
せ
ら

れ
た
際
に
は
、
Ｊ
Ｅ
Ａ
Ｓ
を

通
じ
て
対
応
す
る
こ
と
が
可

能
と
な
り
、
事
業
者
が
組
織

内
の
個
人
情
報
の
管
理
体
制

の
整
備
に
つ
な
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。
な
お
、
認
定
個
人

情
報
保
護
団
体
申
請
に
関
し

て
は
、
こ
の
数
年
Ｊ
Ｉ
Ｐ
Ｄ

Ｅ
Ｃ（
一
般
財
団
法
人 

日
本

情
報
経
済
社
会
推
進
協
会
）

の
坂
下
常
務
理
事
よ
り
度
々

助
言
を
い
た
だ
い
た
。
坂
下

氏
が
い
な
か
っ
た
ら
、
認
定

個
人
情
報
保
護
団
体
に
な
る

こ
と
を
夢
見
な
か
っ
た
と
思

う
。
感
謝
に
堪
え
な
い
。

２
０
２
０
年
10
月
、
Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｓ
は
個
人
情
報
保
護
指
針

を
よ
り
民
主
的
な
も
の
に
す

る
た
め
、（
公
社
） 

日
本
消
費

生
活
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
・
コ
ン

サ
ル
タ
ン
ト
・
相
談
員
協
会

（
Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｓ
）
永
沢
代
表
理

事
副
会
長
に
、
指
針
の
助
言

を
求
め
た
。
今
後
、
正
式
な

形
で
意
見
交
換
会
を
行
う
予

定
で
あ
る
。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２
０
２
０
年
11
月
５
日
に

Ｊ
Ｅ
Ａ
Ｓ
は
認
定
個
人
情
報

保
護
団
体 

認
定
記
念
行
事

と
し
て
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
（
裁
判
外

紛
争
解
決
手
続
き
）
基
礎
講

座 

～
初
期
の
修
復
的
対
話

を
め
ざ
し
て
～
の
Ｗ
ｅ
ｂ
セ

ミ
ナ
ー
を
開
催
す
る
。

こ
の
中
で
、
認
定
個
人
情

報
保
護
団
体
や
対
象
事
業
者

の
説
明
を
付
言
す
る
予
定
で

あ
る
。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

こ
の
先
も
顔
認
証
技
術
の

民
主
的
利
用
を
基
底
と
す
る

証
明
の
旅
は
ま
だ
ま
だ
続
く

だ
ろ
う
。
そ
れ
は
対
立
の
旅

で
は
な
く
、
相
互
理
解
の
促

進
・
重
な
り
合
う
も
の
の
延

伸
に
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。

同
様
に
、
ラ
マ
ヌ
ジ
ャ
ン

≒

ス
ピ
ノ
サ
の
真
理
VS
ハ

ー
デ
ィ

≒

デ
カ
ル
ト
の
真

理
は
、
実
は
対
立
す
る
も
の

で
は
な
く
、
後
に
続
く
研
究

者
た
ち
の
対
話
と
研
鑽
で
、

や
が
て
は
重
な
り
合
う
も
の

に
な
っ
て
い
く
と
信
じ
る
。

う
こ
と
が
で
き
な
い
」

「
実
に
、
光
が
光
自
身
と

闇
を
顕
わ
す
よ
う
に
、
真
理

は
真
理
自
身
と
虚
偽
と
の
規

範
で
あ
る
」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今
回
は
、
真
理
の
位
置
付

け
と
い
う
高
次
元
の
レ
ベ
ル

で
は
な
い
が
、
顔
認
証
技
術

の
民
主
的
利
用
へ
の
変
遷
の

な
か
で
、
当
初
は
周
り
に
理

解
さ
れ
な
か
っ
た
「
顔
認
証

技
術
の
民
主
的
利
用
を
基
底

と
し
た
い
」
と
い
う
思
い

が
、
如
何
に
し
て
社
会
的
意

義
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
か

を
証
明
し
て
い
き
た
い
。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Ｊ
Ｅ
Ａ
Ｓ（
現
・
工
業
会　

日
本
万
引
防
止
シ
ス
テ
ム
協

会
）
が
設
立
さ
れ
た
２
０
０

２
年
11
月
の
こ
と
、
私
は
あ

る
会
議
で
、
当
時
実
用
化
に

向
け
て
開
発
が
進
む
顔
認
証

シ
ス
テ
ム
の
今
後
の
市
場
予

測
に
つ
い
て
報
告
し
た
。
そ

の
最
後
に
、
同
業
種
間
や
地

域
内
で
の
顔
画
像
の
共
同
利

用
に
つ
い
て
は
、
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
へ
の
配
慮
や
市
民
の
理

解
を
得
る
た
め
に
、
一
企
業

で
は
な
く
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
協
会

を
ベ
ー
ス
に
運
営
を
行
っ
た

方
が
良
い
の
で
は
な
い
か
と

い
う
方
向
性
を
提
案
し
た
。

Ｊ
Ｅ
Ａ
Ｓ
初
代
会
長
の
山
村

さ
ん
と
２
代
会
長
に
な
る
戸

田
さ
ん
は
、
そ
れ
を
黙
っ
て

聞
か
れ
て
い
た
。

２
０
０
３
年
６
月
、
広
島

県
警
察
本
部
長
だ
っ
た
竹
花

豊
氏
は
東
京
都
副
知
事
に
就

任
。
同
時
に
知
事
本
局
に
設

置
さ
れ
た
緊
急
治
安
対
策
本

部
の
本
部
長
と
な
り
、
歌
舞

伎
町
の
風
俗
店
を
一
斉
摘
発

す
る
「
歌
舞
伎
町
浄
化
作

戦
」
の
総
指
揮
を
取
っ
た
。

そ
の
頃
か
ら
新
宿
区
に
は
多

数
の
防
犯
カ
メ
ラ
が
設
置
さ

れ
、
犯
罪
の
解
決
や
防
犯
に

役
立
っ
た
。
そ
れ
を
市
民
が

実
感
し
、
報
道
も
そ
れ
を
伝

え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２
０
１
０
年
12
月
か
ら
２

カ
年
に
亘
っ
て
進
め
ら
れ
た

警
察
庁
主
導
に
よ
る
Ｊ
Ｒ
川

崎
駅
東
口
地
区
で
の
「
街
頭

防
犯
カ
メ
ラ
シ
ス
テ
ム
モ
デ

ル
事
業
」
の
委
員
と
し
て
首

の
必
要
性
で
あ
る
。
２
０
１

５
年
６
月
の
万
防
機
構
の
通

常
総
会
で
は
、
小
売
側
の
防

犯
画
像
の
安
全
利
用
を
目
的

と
す
る
第
４
号
議
案
「
認
定

個
人
情
報
保
護
団
体
へ
の
申

請
に
つ
い
て
」
が
全
会
一
致

で
可
決
さ
れ
た
。
そ
の
取
組

み
の
前
段
階
と
し
て
、
万
防

機
構
は
、
２
０
１
７
年
か
ら

２
０
１
８
年
に
か
け
て
実
施

し
た
盗
品
等
情
報
Ｄ
Ｂ
を
活

用
し
た
万
引
防
止
シ
ス
テ
ム

調
査
研
究
（
Ｏ
Ｒ
Ｃ
Ａ
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
）
の
中
で
、
東
京

都
立
産
業
技
術
大
学
院
大
学

の
瀬
戸
洋
一
教
授
の
ご
指
導

を
い
た
だ
き
、
簡
易
的
な
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
影
響
評
価
（
Ｐ

Ｉ
Ａ
）
を
試
み
た
。
さ
ら
に

今
年
11
月
か
ら
緊
急
通
報
シ

ス
テ
ム
（
中
部
Ｏ
Ｒ
Ｃ
Ａ
）

で
、
公
表
を
前
提
と
し
た
Ｐ

Ｉ
Ａ
を
行
う
こ
と
を
検
討
し

て
い
る
。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２
０
１
５
年
10
月
、
米
国

フ
ロ
リ
ダ
州
ボ
カ
ラ
ト
ン
に

お
い
て
開
催
さ
れ
た
「
常
習

万
引
・
集
団
窃
盗
未
然
防
止

　

国
際
サ
ミ
ッ
ト
」
で
は
、

顔
認
証
技
術
を
活
用
し
た
窃

盗
対
策
に
つ
い
て
、
大
手
ド

ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
の
防
犯
責
任

者
が
説
明
し
て
く
れ
た
。
印

刷
用
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
は
無

く
、
非
公
開
資
料
と
さ
れ

た
。
実
は
米
国
で
は
顔
認
証

を
店
舗
側
が
使
っ
て
い
る
こ

と
を
公
表
し
て
い
な
か
っ

た
。
参
加
さ
れ
た
竹
花
理
事

長
な
い
し
は
星
教
授
が
ど
う

全
国
万
引
防
止
機
構
（
通

称
：
マ
ン
ボ
ウ
）

万
引
撲
滅
の
た
め
の
戦
略

を
本
気
で
提
言
・
実
践
す

る
小
売
業
界
を
中
心
に
組

織
化
さ
れ
た
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

文
：
事
務
局
（
稲
本
義
範
）

フェーズ３

フェーズ２

フェーズ１

地域異業種参加型

（オープンネットワーク）

同一企業他店舗型

（クロースネットワーク）

各店舗独立型

（スタンドアローン型）

1．広域窃盗団や強盗犯謙虚

2．情報発信のレベル設定（内容別・地域別）

3．公共性が強い為、NPOや協会などの公
　 益事業化も視野に

1．チェーン内常習者の謙虚と牽制

2．データセンターの構築（課金方式の決定）

3．データ漏洩などのセキュリティ対策

1．個店常習者の謙虚と牽制

２．費用対効果の測定

3．ネットワークへの準備（保守・データ）
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2020 年10月22日認定個人情報保護団体認定書の手交
（委員長及び事務局長同席／個人情報保護委員会にて）　

出典：個人情報保護委員会ウェブサイト
（https://www.ppc.go.jp/personalinfo/nintei/news021022/）

年
４
月
に
開
催
さ

れ
た
万
防
機
構
の

運
営
委
員
会
の
席

上
で
、
私
案
と
し

て
、
防
犯
映
像
の

適
切
な
活
用
に
向

け
て
の
ス
キ
ー
ム

の
説
明
を
行
っ

た
。
一
つ
は
メ
ー

カ
ー
＆
販
社
側
の

コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム

で
、
も
う
一
つ
は

小
売
業
側
の
リ
レ

ー
シ
ョ
ン
強
化
の

コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム

の
保
護
の
た
め
（
か

つ
本
人
の
同
意
を
得

る
こ
と
が
困
難
）】と

い
う
従
来
の
枠
組
み

を
相
互
補
完
す
る
形

（
重
な
り
合
う
形
）

で
、
新
た
に
共
同
利

用
の
枠
組
み
の
概
念

が
付
加
さ
れ
た
こ
と

で
あ
る
。
共
同
利
用

の
枠
組
み
は
、
情
報

公
開
（
開
示
請
求
対

応
を
含
む
）
を
ベ
ー

ス
に
し
て
い
る
の

で
、
よ
り
民
主
的
で


